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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年７月１６日 ０３時４７分ごろ 

発生場所 長崎県対馬
つ し ま

市比
ひ

田
た

勝
かつ

港内 

比田勝港 雷
いかづち

埼灯台付近 

（概位 北緯３４°３９.２′ 東経１２９°２８.８′） 

事故調査の経過  平成２４年７月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十一大祐
たいゆう

丸、１９９トン 

 １２６６３８、大濱漁業株式会社 

 ３９.８０ｍ（Lr）×７.５５ｍ×３.６５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、８６０kＷ、昭和５９年２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和６３年１０月６日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２０年５月１９日 

  免状有効期間満了日 平成２５年１０月５日 

 死傷者等 軽傷 ２人（一等機関士及び機関員） 

 損傷 本船 船首上部外板に凹損及び破口、船首船底部に凹損及び亀裂 

比田勝港雷埼灯台 土台コンクリート部分に欠損 

 事故の経過 本船は、船長、一等機関士及び機関員ほか６人が乗り組み、比田勝

港港内の西
にし

泊
どまり

を僚船４隻と共に出港し、船長が、手動操舵に当た

り、０.５マイルレンジとしたレーダー及びＧＰＳプロッターを使用

していたものの、それらの航海計器をいちべつしたのみで、先行する

灯船の灯火を追って航行した。 

船長は、先行する灯船が右転するのを認めたので、船尾方付近を航

行していた網船の状況を見たのち、右転しようとして前方を見たとこ

ろ、至近に比田勝港雷埼灯台（以下「雷埼灯台」という。）の灯光を

認め、平成２４年７月１６日０３時４７分ごろ、本船が、約５.０ノ

ットの速力で雷埼灯台近くの干出岩に乗り揚げるとともに、船首部が

同灯台の土台に衝突した。 

本船は、後進をかけて離礁し、自力で帰港したのち、負傷した一等
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機関士及び機関員を病院に搬送した。 

一等機関士は頭部及び左手打撲等と、機関員は左側腹部打撲とそれ

ぞれ診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風速 約４m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約９６㎝ 

 その他の事項 

 

本船は、網船１隻、灯船２隻及び運搬船２隻の合計５隻で構成する

大中型まき網漁業船団の運搬船であり、前方に灯船が、後方に網船が

連なってそれぞれ出航していた。 

本船の喫水は、船首約２.３ｍ、船尾約３.５ｍであった。 

比田勝港港口にある雷埼付近には、民家や照明施設がなく、干出岩

が拡延しており、その先端に雷埼灯台が設置されていた。 

雷埼灯台の灯質は、単閃赤光の毎３秒に１閃光であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、比田勝港を出航中、船長が、前方を航行していた僚船の灯

火を見て航行したことから、右転しようとして前方を見た際に雷埼灯

台の灯光に接近していることに気付き、雷埼灯台近くの干出岩に乗り

揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、比田勝港を出航中、船長が前方を航行し

ていた僚船の灯火を見て航行したため、雷埼灯台近くの干出岩に乗り

揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・夜間、干出岩上に設置された灯台近くを航行する場合には、レー

ダーやＧＰＳプロッターを使用して灯台との位置関係の確認を厳

重に行うこと。 

 




